
被扶養者の認定要件は満たしていますか？
　被扶養者の認定を受けている方が引き続き「認定要件」を満たしているのか、下記
チェックポイントを参考に、再度ご確認ください。扶養手当支給対象の方についても確
認をお願いします。「認定要件」を満たしていても、事実発生日から31日以上経過して
認定の申請をされた場合は、認定日は所属所への届出日となりますので、ご注意くださ
い。
　「認定要件」を満たしていない場合は、速やかに認定取消しの手続をしてください。

◆被扶養者チェックポイント
被扶養者の状況等 確認ポイント

・パート・アルバイト収入が
　ある方
・学生の方

◦勤務先で健康保険証を受け取っていませんか？
　�健康保険はお勤め先で本人として加入された健康保険制度が優先されま

すので、認定取消しとなります。
◦�所得限度額(年額130万円かつ月額10万8,334円）以上の収入
がありませんか？

　・収入には税金や通勤費、ボーナスも含まれます。
　・�年間所得額が限度額内であっても、連続する３か月の給与平均が月の

限度額を超えれば認定取消しとなります。また、月途中の採用等で、
最初の給与が限度額を超えていなくても、以後恒常的に限度額を超え
ていれば採用日から認定取消しとなります。

※�扶養手当の認定基準と異なる場合がありますのでご注意願います。
　（例：県立学校の時間講師等）

・60歳以上の方
・公的年金を受給している方
　（公的障害年金受給権者含む）

◦�パート収入や年金額の改定、資産収入増等で、所得限度額�
（年額180万円かつ月額15万円）以上の収入がありませんか？

　�「公的年金」とは、国民年金、厚生年金、各種共済年金、遺族年金、障
害年金、企業年金等が含まれます。

・個人年金を受給している方
・�個人（私的）年金及び貯蓄型の個人年金（保険料相当額を含む）も収入に
含まれます。

・�個人年金のみの場合、所得限度額は年額130万円かつ月額10万8,334円、
60歳以上の方は年額180万円かつ月額15万円です。

・雇用保険を受給している方

◦�日額3,612円以上、60歳以上の方は日額5,000円以上の失業
給付を受給していませんか？

　・�給付日数に関わらず、受給開始日で認定取消しとなります。
　・�60歳以上の方は、失業給付額と他の収入の日額を合算した金額を確

認してください。
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支 部 の 新 し い 顔

　４月１日より公立学校共済組合兵庫支部事務長を拝命しました、
入江と申します。
　組合員とご家族の皆様が、心身ともに健康で安心して生活いただ
けますよう、様々な事業を通じて支援して参ります。
　組合員の皆様の声を聞きながら、事業を進めて参りたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

公立学校共済組合
兵庫支部事務長
入江�かほり
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お問合せ先　資格担当
（078）�362-3766

被扶養者の状況等 確認ポイント

・組合員と別居している方

◦�仕送り額が別居している被扶養者の全収入の1/3を下回りませ
んか？

　・�全収入とは、被扶養者の収入＋組合員及びその他の者からの送金によ
る収入です。

　・�仕送り額不足や送金事実が確認できない場合は、認定取消しとなりま
す。

※�手渡しは不可のため、必ず金融機関を通した確認書類（送金明細や振込
通帳の写し等）を保管してください。

※�組合員と同居要件のある被扶養者（配偶者の父母、配偶者の子、叔父叔
母、甥姪など）が別居した場合は認定取消しになります。

・事業、不動産、農業収入等が
　ある方

◦�所得限度額以上の収入がありませんか？
　・�所得限度額（年額130万円、60歳以上の方は年額180万円）を超え

ている場合は、確定申告の税務署受理日で認定取消しになります。
　・�確定申告書の収支内訳書から必要経費として控除できない経費は、租

税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、減価償却費、福利厚
生費、貸倒金、利子割引料、雑費等です。

※所得税法上の必要経費がそのまま認められる訳ではありません。

・株等の譲渡所得及び
　配当金がある方

◦�所得限度額以上の収入がありませんか？
　・�保有している株等（株、投資信託、FX、先物取引）の一括売却以外

の譲渡所得は、譲渡所得＝（譲渡価格－取得価格）となります。

・共同扶養者がいる方
　（被扶養者を配偶者と
　共同で扶養している場合）

◦�配偶者の収入が多く、組合員との収入差が１割を超えていませ
んか？

　・�夫婦双方の年間収入を比較し、配偶者の年間収入が組合員の年間収入
より１割を超えて多い場合は、配偶者の被扶養者となります。

　・�夫婦とも当支部組合員の場合は除きます。

・海外居住の方

◦�住民票が国内にある場合は認定可能です。
　・�住民票が国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活して

いないなど、明らかに日本での居住実態がない方は認定取消しとなり
ます。

　〈以下に該当する方は被扶養者にはなれません〉
　・�日本の国籍を有さず「医療滞在ビザ」で来日した方
　・�日本の国籍を有さず「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で

来日した方
◦�国内に住民票がなくなった場合は、認定取消しになります。
　ただし、以下の事由に該当する場合は認定可能です。
　①外国留学をする学生
　②外国に赴任する組合員に同行する方
　③�観光、保養またはボランティア活動など、その他就労以外の目的で一

時的に海外に渡航する方
　④�組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた方

であって、②と同等と認められるもの
　⑤��①～④以外で、渡航目的やその他の事情を考慮して日本国内に生活

の基礎があると認められる方

扶養の範囲内で働く方は要注意！
　被用者保険の適用拡大により、パート・アルバイトで働く方も月額賃金
や労働時間など一定の要件を満たすと、健康保険・厚生年金保険の被保険
者となります。勤務先で健康保険証が発行されると、公立学校共済組合の
被扶養者として認定継続ができません。扶養手当の支給対象者であっても

「認定取消しの必要がある」「申告を行っても認定できない」などのケース
もあるので、扶養の範囲内で働いている方は注意してください。

パート先で
健康保険や厚生年金に

加入する
場合もあるんだね！
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